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連合推薦候補連合推薦候補『『古賀ゆきひと古賀ゆきひと』』
元気一杯元気一杯活動中！活動中！

　今年７月施行予定の第24回参議院議員選挙福岡選挙　今年７月施行予定の第24回参議院議員選挙福岡選挙
区において連合福岡推薦の「古賀ゆきひと」候補は、１区において連合福岡推薦の「古賀ゆきひと」候補は、１
月より県内各地を飛び回り支持を訴えています。月より県内各地を飛び回り支持を訴えています。
　現在は、各構成組織や各地域協議会の役員・幹事会や　現在は、各構成組織や各地域協議会の役員・幹事会や
集会、イベントなどに積極的に参加し、ひとりでも多く集会、イベントなどに積極的に参加し、ひとりでも多く
の組合員の皆さんに顔を合わせ、決意を伝える活動を展の組合員の皆さんに顔を合わせ、決意を伝える活動を展
開しています。開しています。
　各構成組織の12名の比例代表候補とともに、「古賀ゆ　各構成組織の12名の比例代表候補とともに、「古賀ゆ
きひと」候補の当選に向け、今後とも皆さんの力強いごきひと」候補の当選に向け、今後とも皆さんの力強いご
支援をよろしくお願いします。支援をよろしくお願いします。
　今日も「古賀ゆきひと」は、皆さんの街や職場を精一　今日も「古賀ゆきひと」は、皆さんの街や職場を精一
杯駆け抜けます!!杯駆け抜けます!!
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【中小企業の役割】

「メイド・イン・
ジャパン」の信頼は中小企業の底力が支えているといっても過言ではない

中小企業が「地域経済の活性化」と「就業の機会の増大」の役割を担っている

【月例賃金にこだわる闘争】

「人財こそが最大の財産」

月例賃金にこだわり闘争を展開することが重要

【労使共通の産業政策としての公正取引】

中小企業の業績低迷の原因は公正取引の欠如
にこそあると指摘する声は多い

中小企業が自ら生み出した付加価値増加分の適正な配分をきちんと手にし

【ボトムアップ型の春季生活闘争】

中小労組がより主体性を持った闘争を行うことが必要不可欠 従来の「大手準拠」「大手追
従」といった慣行から脱却するボトムアップ型の春季生活闘争を進めなければならない

【実態把握と賃金制度の確立が急務】

　賃金水準を高め、格差を是正するためには、絶対水準にこだわる取り組みが不可欠である
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ボトムアップ型の春季生活闘争の推進ボトムアップ型の春季生活闘争の推進 〜光をあてるべきは誰なのか〜
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【連合福岡の取り組み】

○「中小地場・未加盟労組学習会」福岡・北九州の２会場で開催！

M
ONTHLY

 　
　
 TOPICS【連合福岡2016春季生活闘争中小共闘方針（抜粋）】

※１『地域ミニマム賃金』
「これ以下の賃金水準労働者を無くす」ことを理念とした賃金水準を算定

※２『連合リビングウェイジ』

連合リビングウェイジにおける単身世帯および２人世帯（父子家庭）の水準をクリアする賃金水準を
「最低到達水準」として設定し、これを参考に「底上げ・底支え」に寄与する配分を求める

【※１　連合福岡　地域ミニマム賃金全産業平均】

【※２　連合福岡　リビングウェイジ】
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※労使協定
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※１

※福岡県最低賃金
743円（１時間）

[本部：鶴岡部長]

[北九州会場参加者][福岡会場参加者]

ボトムアップ型の春季生活闘争の推進 〜光をあてるべきは誰なのか〜〜光をあてるべきは誰なのか〜

※2016地域活性化フォーラム（お知らせ）
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※ 申し込み、問い合わせは、最寄りの地域協議会・
労福協に電話で予約して下さい。
　　　10時～17時（土日祝日を除く）

福　　　岡
８日(火) 12日(火)

遠　賀　川 25日(金) 22日(金)
29日(火) 26日(火)

筑紫・朝倉 １日(火) ５日(火) 北　九　州 16日(水) 20日(水)
北　筑　後 15日(火) 19日(火) 京築・田川 ２日(水) ６日(水)
南　筑　後 ９日(水) 13日(水)

SCHEDULESCHEDULE　　これからの主な日程これからの主な日程

３月12日　 連合福岡女性委員会主催「3.8国際女性
デー集会」
連合福岡「2016春季生活闘争勝利・総決
起集会」

18日　「ふるさとの風」「しおかぜ」共同公開収録
22日　第10回事務局会議

連合福岡第３回女性委員会役員・幹事会
連合福岡官公部門連絡会第３回役員・幹
事会

25日　第５回政治センター委員会
第５回四役会議・第８回第４次組織ビ
ジョン検討委員会

29日　第６回執行委員会
2016連合福岡地域活性化フォーラム

４月10日　第11回事務局会議
19日　第12回事務局会議
27日　第７回執行委員会

2016年２月23日

１ ．「一億総活躍国民会議」の中で、安倍総理は同一労働同一賃金の法制化の準備を進めるべき旨を指示
した。総理指示の内容は、[1]わが国の雇用慣行に十分に留意しつつ、同一労働同一賃金の実現に向け
た法改正の準備を進めること、[2]どのような賃金差が正当でないと認められるかについて早期に政府
としてガイドラインを制定すること、[3]そのために法律家による専門的検討の場を立ち上げること、
というものである。同一労働同一賃金に向けた「法改正」の内容はつまびらかではないが、非正規労働
者の処遇改善に向けた法整備は正社員転換の促進などとともに、重要な施策である。

２ ．連合はかねてから、雇用形態にかかわらない均等待遇原則の法制化を強く求め続けてきた。パートタ
イム労働者や契約社員、派遣労働者など非正規雇用労働者は、雇用労働者の約４割を占め、民間・公務
を問わず現場で不可欠な存在となり、主に自らの所得で生計を支える非正規労働者の割合も上昇してい
る。しかし、賃金・一時金だけでなく休暇や福利厚生などの格差がある。均等待遇原則の法制化は、現
状を改善する政策の柱であり、労働政策審議会での議論を早期にスタートさせるべきである。

３ ．一方で、政府・与党の姿勢には疑問も残る。つい数カ月前の労働者派遣法改正法案の国会審議におい
て、野党対案として国会提出された「同一労働同一賃金推進法案」を骨抜きにした政権が、唐突に同一
労働同一賃金を取り上げている。参議院選挙を控えた「イメージ戦略」に終わることがないよう、実効
性のある法規制を実現しなければならない。

４ ．連合は、従来から非正規労働者の組織化に精力的に取り組んでおり、2016春季生活闘争においては
「底上げ・底支え」「格差是正」を前面に掲げ、非正規労働者の総合的な労働条件改善の取り組みを進
めている。どのような雇用形態にあっても、すべての働く者が不当に差別されることなく、労働の尊厳
が守られ、働きがいを持てる社会をめざして、連合は均等待遇原則の法制化に全力で取り組んでいく。

http://www.zenrosai-fukuoka.coop/

全労済福岡県本部
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全労済は、営利を目的としない保障
の生協として共済事業を営み、組合
員の皆さまの安心とゆとりある暮ら
しをめざしています。出資金をお支
払いいただいて組合員になれば、各
種共済をご利用いただけます。

支えあうことの安心を、

さらに多くの皆さまへ。


